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１ 放水型ヘッド等スプリンクラー設備評価等規程

平成９年１月２０日制定

第１章 総 則

（目的）

第一条 この規程は、「放水型へッド等を用いるスプリンクラー設備の評価等につ

いて」（平成９年１月２０日付け消防予第６号）に基づき、日本消防検定協会

（以下「協会」という。）が行う防火対象物の高天井の部分に設置する放水型へ

ッド等を用いるスプリンクラー設備（以下「放水型ヘッド等ＳＰ設備｣という。）

の評価及び当該設備における放水部、感知部、制御部、手動操作部及び受信部

（以下単に「主要構成装置」という。）の確認試験(以下｢評価等｣と総称する。)

の事務手続等について必要な事項を定める。

第２章 放水型ヘッド等ＳＰ設備の評価

(評価の対象)

第二条 評価の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれに定めるとおりと

する。

一 一定の設置要件を満たす高天井の部分に設置される放水型ヘッド等ＳＰ設備

放水型ヘッド等ＳＰ設備

二 放水型ヘッド等ＳＰ設備で、前号に掲げるもの以外のもの 放水型ヘッド等

ＳＰ設備及び当該設備の高天井の部分への設置要件

(評価に係る手続)

第三条 放水型ヘッド等ＳＰ設備について評価を受けようとする者は、別記様式に

よる申請書に所要の図書を添付したもの（以下「評価申請図書」という。）を協

会に提出する。

２ 前項の評価申請図書（前条第二号の場合に限る。）の提出に当たっては、あら

かじめ、当該防火対象物を管轄する消防長又は消防署長の指導を受けるものとす

る｡

３ 協会理事長は、提出された評価申請図書が所要の様式その他の要件を具備し、

かつ、評価に関し審議することが適当であると認められる場合には、第五条に規

定する放水型へッド等ＳＰ設備評価委員会（以下「評価委員会」という。）に評

価を付託する。

４ 第１項の評価申請をした者は、協会理事長が別途定める手数料を納入する｡
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（評価の内容)

第四条 評価委員会は、前条第３項により評価を付託された場合には、当該放水型

ヘッド等ＳＰ設備の効力に関し、消防法施行規則第14条第２項の規定及び放水型

へッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細

目を定める告示（平成８年消防庁告示第６号）の基準による場合との同等性につ

いて評価する。

(評価委員会)

第五条 放水型ヘッド等ＳＰ設備に係る専門技術的な評価を行うため、協会に評価

委員会を置く。

２ 評価委員会の委員（以下「評価委員」という。）は、放水型へッド等ＳＰ設備

について学識経験を有する者及び行政機関の職員とし、協会理事長が委嘱するも

のとする。

３ 評価委員の任期は、原則として２年とする。

４ 評価委員会に委員の互選による委員長１名を置き、委員長は評価委員会を統括

する。

５ 評価委員会に委員長が指名する副委員長１名を置き、委員長に事故あるときは、

副委員長が委員長の職務を代行する。

(特別委員)

第六条 委員会に特別委員を置くことができる。

２ 第二条第二号に掲げる放水型へッド等ＳＰ設備について評価を行う場合には、

当該防火対象物を管轄する消防機関を代表する者を特別委員として、協会理事長

が依嘱する。

３ 評価に際し特定の専門分野に係る知識を必要とする場合には、委員長の要請に

より、協会理事長は、当該専門分野の知識経験を有する者を特別委員として依嘱

する。

４ 特別委員の任期は、当該評価に係る審議が終了するまでの間とする。

(評価委員会の運営)

第七条 評価委員会は、必要に応じて開催し、委員の３分の２以上の出席により成

立するものとする。

２ 前項の場合で、あらかじめ議事について委任状を提出して欠席した委員につい

ては、出席とみなす。

３ 評価委員会の審査は、書面によることを原則とし、必要に応じて申請者に対す

る説明要求、実地調査等を行うことができる。

４ 評価委員会は、評価を行った結果について意見を付して、協会理事長に報告す

る。

５ 評価委員会は、非公開とする｡
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(評価の結果通知等)

第八条 協会理事長は、評価委員会の報告に基づき評価結果書を作成し、評価申請

図書を受理した日からおおむね３ケ月以内に申請者に通知する。

第３章 主要構成装置の確認試験

（確認試験に係る手続）

第九条 主要構成装置について確認試験を受けようとする者は、別記様式による申

請書に所要の図書を添付したもの（以下「確認試験申請図書」という。）を、協

会に提出する。

２ 協会は、前項の申請があったときは、主要構成装置について前条の評価を受け

た構造及び性能に関する確認試験を実施する。

３ 第１項の確認試験申請をした者は、協会理事長が別途定める手数料を納入する｡

（確認試験の実施等）

第十条 確認試験は、確認試験申請図書に記載された場所において実施することと

する。

２ 申請者は、確認試験を実施する場所に確認試験に必要な検査設備及び品質管理

方法、品質管理状況等に関する書類を備えるとともに、当該検査設備の整備及び

書類の管理を行うものとする。

３ 協会は、必要に応じて、前項の整備及び管理状況の確認を実施することができ

る。

（適否の判定、確認の表示等）

第十一条 確認試験における適否の判定は、申請された主要構成装置を構成する部

分（以下「構成部分」という。）ごとに、試験当日協会の職員が行う。

２ 協会理事長は、確認試験において「適合」と判定した場合には、構成部分ごと

に試験番号を付与し、申請者に通知する。

３ 第１項の規定により「適合」と判定された構成部分には、申請数量に応じ、別

表に定める確認の表示を付すことができる。

４ 協会理事長は、確認試験において「不適合」と判定した場合には、構成部分ご

とにその理由を付し、申請者に通知する。

５ 申請者は、不適合となった構成部分と同一設計の製品について、再度確認試験

を申請することができるものとする。この場合において、申請者は、不適合とな

った原因及び改善方法（品質管理方法を含む。）を記した書類を協会に提出する

ものとする。

（形状、構造等変更）

第十二条 申請者は、試験番号が付与された構成部分について、形状、構造、性能、

使用部品、操作方法等の軽微な変更を行った場合には、当該構成部分ごとに、変
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更日、変更内容、変更図面等必要な書類を適正に管理し、かつ、保存するものと

する。

２ 協会は、必要に応じて前項の管理状況の確認を実施することができる。

（書類不備）

第十三条 協会は、第十条及び第十二条に規定する書類等の整備が不十分である場

合には、申請者に当該整備、管理等についての改善を求めることができる。

(試験番号の取消等）

第十四条 協会理事長は、試験番号を付与した構成部分について、次の各号の一に

該当する場合には、当該試験番号を取り消すことができるものとする｡

一 不正の手段により当該試験番号の付与を受けた場合

二 当該試験番号を付与した構成部分の主要な部分の構造、性能等について、無

届けで変更を行った場合

三 前条に規定する管理等の改善が行われない場合

２ 協会理事長は、前項の規定により試験番号を取り消した場合には、その理由を

付し、申請者にその旨を通知するものとする｡

３ 協会理事長は、試験番号を付与した構成部分について、次の各号の一に該当す

る場合には、確認試験の実施を保留することができるものとする｡

一 構成部分の品質管理上著しい不備又は欠陥があると認められる場合

二 確認の表示を不正に使用した場合

第４章 雑 則

(関係資料等の開示の禁止)

第十五条 申請者の利益を保護するとともに、評価等の業務の中立性を確保するた

め、申請者の承諾のある事項、既に公知の事実等開示することが差支えないもの

を除き、当該評価及び確認試験の開示は行わない。

（評価委員会の事務）

第十六条 第五条に規定する評価委員会に係る事務は、協会虎ノ門事務所が行うも

のとする。

(細 目）

第十七条 この規程に定めるもののほか、評価等の実施上必要な事項は、協会理事

長が別途定める｡

付 則

この規程は､平成９年１月２０日から実施する｡
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別記様式（第三条関係）

放水型ヘッド等ＳＰ設備申請書（評価・確認試験）

年 月 日

日本消防検定協会

理事長 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

下記の（評価対象についての評価・主要構成装置の確認試験）を受け

たいので、関係図書を添え申請します。

記

１ 評価対象

(1) 放水型ヘッド等ＳＰ設備の種別

(2) 防火対象物の名称及び場所

２ 主要構成装置の確認試験

(1) 構成部分の種類及び数量

(2) 希望受検年月日

(3) 希望受検場所

備考 １ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 不要な事項については、削除して記載する。
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別表（第十一条関係）

確 認 の 表 示 の 様 式
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様式第２号

防火対象物概要

名 称

建 築 場 所

建 築 主

設 計 者

施 工 者

主 た る 用 途 令別表第１（ ）

構 造 造(S/RC/SRC) 階 層 地上 階/地下 階(PH 階)

敷 地 面 積 ㎡ 最 高 の 高 さ m 軒の高さ m

建 築 面 積 ㎡ 着 工 予 定 年 月 日

延 床 面 積 ㎡ 完 成 予 定 年 月 日

高床 高天井 高 さ

天面

井積 の部分 主 用 途

の・

部用 階 床 面 積 主 用 途

分途

を表

有

す

る

階

別

備考 この用紙の大きさは､JIS A4とする。



様式第３号

消防防災システム・放水型ヘッド等ＳＰ設備評価申請書

年 月 日

財団法人日本消防設備安全センター

理 事 長 殿

日本消防検定協会

理 事 長 殿

申請者 住 所 法人名称及び

氏 名 代表者名 印

下記の消防防災システム・放水型ヘッド等ＳＰ設備の評価を受けたいの

で、関係図書を添えて申請します｡

記

１ 消防防災システム・放水型ヘッド等ＳＰ設備を設置する防火対象物

の名称及び位置

２ 評価の種別

３ 評価項目

消火システム（放水型ヘッド等ＳＰ設備の種別）

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第４号

業務委託契約書（例示） 印紙

委託者○○会社（以下「甲」という。）は、受託者××会社（以下「乙」とい

う。）の評価と同一設計の評価を申請することについて、乙に対して次のように

その業務を委託する。

第１条 本契約に係る乙の評価は、次に掲げるものとする。

(1) 放水部の種別

(2) 型 名（設備の型名）

(3) 評価番号又は試験番号

第２条 本契約に係る甲の製品は、すべて乙が製造したものとする。

第３条 甲が乙に委託する受検業務の範囲は、当該製品の受検準備から適合に

至るまでに係る一切の業務とする。

２ 甲及び乙は、本契約に係る製品について同一受検場所で受検する場合、

当該製品について日本消防検定協会が行う一括抜き取り検査を受けるもの

とする。

第４条 甲及び乙が有する同一の製品について軽微な変更が生じた場合、乙は、

当該変更に係る書類の整備を行うものとする。

第５条 本契約に係る事項について疑義が生じた場合は、双方協議して決定す

るものとする。

第６条 本契約の有効期間は、双方が別に定める有効期間とする。ただし、契

約事項に変更が生じたために有効期間を変更しなければならないときは、

双方協議して決定するものとする。

上記契約の証として、本書２通を作成し、双方記名捺印のうえ、各自１通を所

有するものとする。

年 月 日

甲 住 所

名 称・代表者名 印

乙 住 所

名 称・代表者名 印

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第５号

委 依 頼 者 名

託
適 用 範 囲 、 概 要 及 び 構 成 評価番号のものと同じ

製

システム動作、システム設計等 評価番号のものと同じ

品 概要

に 放水区域及び警戒区域の設定方 評価番号のものと同じ

法等

関

取り扱い説明書、維持管理等の 評価番号のものと同じ

す 説明書

る
主 要 構 成 装 置 の 仕 様 等 評価番号のものと同じ

事

検 査 設 備 等 概 要 書 評価番号（試験番号）のものと同じ
項

品 質 管 理 方 法 調 査 書 評価番号（試験番号）のものと同じ

受

託 依 頼 者 名

製

品

に

関 主 要 構 成 装 置 の 構 成 部 分

す

る

事

項 評 価 番 号 （ 試 験 番 号 ）

備考１ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 設計図書のうち表示に関する事項は、別途提出するものとする。



様式第６号（その１）

検査設備等概要書（その１）

年 月 日

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名

電 話

１ 検査設備

受検場所（ 工場）

品 名 仕 様 数 量 備 考

備考１ この用紙の大きさは､JIS A4とする。

２ 当該製品に関するものに限る｡



様式第６号（その２）

検査設備等概要書（その２）

年 月 日

2 受検場所案内図

申 請 者 名

受検場所の

住所・名称

電 話 番 号

案内図（利用交通機関名、その起終点を明記のこと。）

備考１ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 既に提出したものと同じ場合は、提出を要しない。



様式第８号

確認試験申請書

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

放水型ヘッド等スプリンクラー設備における主要構成装置の確認試験を

申請します｡

記

希 望 受 検 年 月 日

希 望 受 検 場 所

主 要 構 成 装 置 の 試験番号 数 量 備 考

構 成 部 分

合 計

備考 １ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 申請書は、受験場所ごとに提出する。

３ 該当する事項について記載する。

４ 確認証票（8mm）が必要な場合のみ、その旨明記する。



様式第９号

確認試験同意書（例示） 印紙

委託者○○会社（以下「甲」という。）は、受託者××会社（以下「乙」とい

う。）の製品と同一製品の確認試験を受検することについて、次のように同意す

る。

第１条 本同意に係る乙の製品は、次に掲げるものとする。

(1) 放水部の種別

(2) 型名及び試験番号（別紙による。）

第２条 本同意に係る甲の製品は、すべて乙が製造したものとする。

第３条 甲及び乙は、本同意に係る甲及び乙の製品を同時に受検する場合、甲

及び乙の当該製品ついて日本消防検定協会が行う一括抜き取り検査を受

けるものとする。

第４条 甲及び乙は、乙が甲以外の者と第１条の製品について、確認試験同意

書を取り交わした場合、甲以外の者の当該製品を含めて行う前条の一括

抜き取り検査を受けるものとする。

第５条 乙が有する本同意に係る製品について、試験番号が追加・変更等があ

った場合、乙は、別紙を速やかに変更し、甲及び日本消防検定協会に提

出するものとする。

第６条 甲及び乙が有する同一の製品について軽微な変更が生じた場合、乙は、

甲に連絡するとともに、当該変更に係る書類の整備を行うものとする。

第７条 本同意に係る事項について疑義が生じた場合は、双方協議して決定す

るものとする。

第８条 本同意書の有効期間は、双方が別に定める有効期間とする。ただし、

同意事項に変更が生じたために有効期間を変更しなければならないとき

は、双方協議して決定するものとする。

上記同意の証として、本書２通を作成し、双方記名捺印のうえ、各自１通を所

有するものとする。

年 月 日

甲 住 所

名 称・代表者名 印

乙 住 所

名 称・代表者名 印

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



Ｎ
ｏ

所
長

部
課

長
試

験
員

申
請

者
又

は
立

会
責

任
者

確
認

試
験

申
請

整
理

表
・

受
検

成
績

履
歴

表

受
検

平
成

年
月

日

試
験

別
□

最
初

□
試

験
番

号
付

受
検

場
所

申
請

年
月

日
構

成
部

分
申

請
残

・
要

補
ロ

ッ
ト

ロ
ッ

ト
申

請
者

名
申

請
数

受
検

数
製

造
番

号
合

格
数

不
合

格
数

取
下

数
受

付
番

号
試

験
番

号
正

数
・

保
留

数
番

号
大

き
さ

放
･
感

･
受

･
制

･
手

放
･
感

･
受

･
制

･
手

放
･
感

･
受

･
制

･
手

放
･
感

･
受

･
制

･
手

放
･
感

･
受

･
制

･
手

放
･
感

･
受

･
制

･
手

放
･
感

･
受

･
制

･
手

□
要

補
正

□
保

留
年

月
日

合
計

□
合

格
□

不
合

格
個

備
考

□
社

内
検

査
デ

ー
タ

ー
活

用
1

同
一

ﾛ
ｯ
ﾄ
の

中
で

複
数

受
検

す
る

場
合

は
、

試
験

実
施

の
構

成
部

分
に

○
を

付
け

る
こ

と
。

2
ﾍ
ｯ
ﾄ
ﾞ
の

試
験

内
容

（
高

さ
ｍ

、
圧

力
㎏

ｆ
/
c
㎡

・
M
P
a

)
3

制
御

盤
に

あ
っ

て
は

設
置

場
所

を
記

載
す

る
こ

と
。
（

）

備
考

こ
の

用
紙

の
大

き
さ

は
、

J
I
S

A
4
と

す
る

。



様式第17号

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

確認証票前渡し交付について

確認試験の受検について弊社は、今後（受検場所名）工場で受検する製品

に対する確認証票を放水型ヘッド等スプリンクラー設備評価等細則第３ ４

の規定により弊社に前渡し交付されるとともに、受検前に同証票を製品に付

して受検できるようお取り計らい願います｡

前渡し交付を受けた確認証票の管理・保管及び受払並びに同証票を付した

製品の管理等については、別紙のとおりの管理体制で細心の注意と責任をも

って行うこととします。

万一不用意な管理取扱いを行った場合は、意義なく貴協会の指示に従いま

す。

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第18号

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

確認証票前渡申請書・受領書

確認試験の確認証票の前渡しを下記のとおり申請します。

記

主要構成装置の 試 験 番 号 数 量 備 考

構 成 部 分

受検希望日 合計数量 個

上記のとおり確認証票を受領しました。

年 月 日

受領者 印

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第19号

確 認 証 票 受 払 簿

受 払 主要構成装置 受入数 受 検 日 払出数 保管数 受払責

月 日 の 構 成 部 分 月 日 任者印

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第20号

確認試験受検場所変更願

（移転・増設・廃止）

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

電話番号

１ 主要構成装置の構成部分

２ 試 験 番 号

記

旧

変 更 内 容

新

変 更 の 理 由

変更の予定日 年 月 日

添付書類

検査設備等概要書 部

未処理状況明細書 部

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第21号（例示）

委 任 状

私は､

（住 所）

（名 称）

（役 職）

（氏 名）

を代理人と定め、次に定める放水型ヘッド等ＳＰ設備評価等の申請の権限

を委任します。

１ 種 別

２ 防火対象物の名称（仮称）

３ 防火対象物の場所

４ 確認試験

年 月 日

申請者

（住 所）

（氏 名）

（代表者氏名） 印

備考 １ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 該当するする事項について記載する。



様式第22号

氏名（名称、代表者の氏名、住所）変更届

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

電話番号

下記のとおり氏名（名称、代表者の氏名、住所）を変更したいので届け

出ます。

記

旧

新

備考 この用紙の大きさは、JIS A4とする。



様式第23号

取下げ届

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

電話番号

下記について取り下げたいので届け出ます。ついては、当該手数料

円は 銀行 支店（普通貯金、当座貯金口座、口座番号

名義 ）振込みにより還付して下さい。

記

１ 評価等の区分

２ 申 請 書 受 付 年 月 日 （番号 ）

３ 主要構成装置

の 構 成 部 分

４ 試 験 番 号

５ 取 下 げ 数 量

６ 取 下 げ 理 由

備考 １ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 該当する事項について記載する。



様式第24号

過誤納金還付願

年 月 日

日本消防検定協会 殿

申請者

住 所 法人の場合は、名称

氏 名 及び代表者名 印

電話番号

下記の依頼に伴い 年 月 日に 銀行 支店から振り

込みました手数料 円は、過誤納でしたので、過誤納金 円

を 銀行 支店（普通貯金、当座貯金口座、口座番号 名

義 ）振込みにより還付して下さい。

記

１ 評価等の区分

２ 申 請 書 受 付 年 月 日 （番号 ）

３ 主要構成装置

の 構 成 部 分

４ 試 験 番 号

備考 １ この用紙の大きさは、JIS A4とする。

２ 該当する事項について記載する。




